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一般社団法人 JP-MIRAI 

２０２５年５月２７日「育成就労制度」関係政令・省令案への提出意見 

--------- 

今回の制度改定の趣旨は、日本が「外国人労働者の人権を守る国」として信頼され、外国人労働者から

選ばれ続ける国となることを目指した「育成就労制度」への移行のためと理解し、この目的が損なわれ

ることのないよう、下記 3点に絞り、一般社団法人 JP-MIRAIより会員への緊急アンケート結果も反

映の上パブリックコメントを提出いたします。  

  

１） 外国人労働者が支払う来日前手数料  

２） 第三者による救済メカニズム  

３） 転職制限  

 

１） 外国人労働者が支払う来日前手数料  

1. 【（２）省令案概要（主務省令の整備省令）の別紙 4ページ 3-(15)-カ】  

（内容）  

育成就労計画の添付書類に労働者が送出機関に支払った費用の額及び内訳（明細）とその内容を理解

したことを示す書類を含むこと。  

  

（意見）   

来日前手数料について、送出機関が形式的な引き下げを行う一方で、その分を「見えない手数料」に転

化するケースが危惧されます。これにより、実際の労働者負担が軽減されない事態が発生する可能性が

あります。  

  

手数料の透明化を実効性あるものにするためには、「見えない手数料」を確認・防止できる仕組みの強

化が必要です。  

  

この規定は現行と同じ内容であり、実効性に課題が残ります。   

  

現在、多くの送出機関が外国人技能実習機構（OTIT）参考様式第 1-21 号を用いて労働者が来日前に

支払った費用の明細書を作成し、労働者から署名を得ています。しかし、実際には明細に記載のない費

用の支払いが行われている場合があります。   

  

手数料の透明化の実効性を向上させるためには、例として以下のような対策の追加を求めます：   

⚫ 明細書記載の各支払項目について、労働者へ発行した領収書写しの提出を義務化  

  

2. 【（２）省令案概要（主務省令の整備省令）の別紙 14ページ 9-コ-(エ)】  

（内容）  

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292196
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292196


 

p. 2/4 

送出機関から賄賂や接待やキックバックの支払いを受けたり要求したりすることによる実習実施者（雇

用者）や監理支援機関の欠格。  

  

（意見）  

育成就労外国人（労働者）の負担額軽減のため非常に重要な規定ですが、行為を禁止する対象が不十

分です。   

  

送出機関からの実習実施者（雇用者）や監理支援機関に対する接待やキックバックのみならず、雇用者・

監理支援機関の役職員「個人」への接待やキックバックも問題となっており、これらはいずれも最終的に

労働者による費用負担の増加の原因となっています。   

  

実効性を確保するためには、役職員「個人」への接待・キックバックも明文で禁止し、欠格要件に追加す

べきと考えます。  

  

3. 【（２）省令案概要（主務省令の整備省令）の別紙 21ページ 14-(4)】  

（内容）  

送出機関が監理支援機関に請求する手数料や育成就労外国人（労働者）から徴収する手数料やその他

費用の算出基準（額・内訳）をインターネットのウェブサイトなどで公衆が閲覧できるよう公表すること。  

  

（意見）  

手数料の額と内訳の透明化を図る規定ですが、各機関のウェブサイトに情報が分散し、比較検討が困難

となる可能性があります。   

  

実効性を高めるためには、外国人育成就労機構による情報の一元管理・開示が必要だと考えます。その

際、明細書（OTIT 参考様式第 1-21 号）と照合しやすいよう、対応するフォーマットでウェブサイトに一

覧公表することが望ましいと考えます。   

  

また、常に最新情報を閲覧できるよう、開示内容更新規定（変更時の連絡規定、定期確認頻度規定）も

明記するべきです。  

  

4. 【（２）省令案概要（主務省令の整備省令）の別紙 22ページ 15】  

（内容）  

育成就労外国人（労働者）が送出機関に支払う費用（来日前手数料）の上限は育成就労計画に記載され

た報酬の月額に２を乗じて得た額（２か月分の報酬）を超えないこと。  

  

（意見）  

ILO 第 181 号条約批准国として、国際基準に合わせた内容での労働者本人負担ゼロを明記すべきで

す。  

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292196
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292196
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仮に、中小企業の現状を考慮し段階的な移行措置をとる場合は、明確な移行計画の提示が必要です。ま

た、現在既に報酬 2 か月分以下の負担となっている場合があるため、労働者本人負担が現状以下とな

るよう、報酬の月額程度以下を上限とする配慮が必要です。   

  

併せて、各送出国の国内法令遵守も明記すべきです。  

  

２） 第三者による救済メカニズム  

 【（２）省令案概要（主務省令の整備省令）の別紙 31ページ 4-(3)、３４ページ １０】  

（内容）  

監理支援機関は育成就労外国人（労働者）からの相談に応じ、外国人が十分に理解することができる言

語により適切に対応するために必要な措置を講じることについて。  

また、育成就労実施者（雇用主）及び育成就労外国人（労働者）への助言、指導その他の必要な措置を講

ずること。  

  

（意見）  

第三者に母国語かつ匿名で相談できる体制なくして、深刻な労働問題や人権侵害の解決は困難である

と考えます。   

  

監理支援機関には以下を義務化すべきと考えます：  

⚫ 機関内に母国語で対応できるスタッフを配置し相談体制を整えること  

⚫ 社外の母国語で匿名でも相談できる相談窓口と提携し、労働者に相談方法を案内しておくこと   

  

同様の内容を優良な実施者（雇用主）の要件とすることが望ましいものの、自社単独で体制を整えるの

が難しい中小企業等への支援が必要と考えます。例えば、政府による財政支援（母国語対応スタッフ雇

用、外部サービス利用費補助など）や公的サービスの整備（労働局等への外国人専用匿名相談窓口設置

などの施策）が考えられます。  

  

３） 転職制限  

 【（２）省令案概要（主務省令の整備省令）の別紙 26ページ 22-(1)】  

（内容）  

申請者が育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合にあって

は、次のいずれにも該当すること。  

ア 育成就労外国人の総数のうちに法第８条の５第１項の認定を受けた育成就労計画に係る育成就労の

対象となっている育成就労外国人の数の占める割合が３分の１を超えることとならないこと。  

イ 申請者の住所が指定区域にあるものでない場合にあっては、育成就労外国人の総数のうちに、法第

８条の５第１項の認定を受けた育成就労計画に係る育成就労の対象となっている育成就労外国人であ

って、直近の育成就労実施者の住所が指定区域にある育成就労外国人の数の占める割合が６分の１を

超えることとならないこと。  

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292196
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292196
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（意見）  

労働者の権利として、地域間の労働移動の自由の確保を目指していくべきと考えます。   

 

人口減少や高齢化による労働力不足に直面している地方の中小企業・地場産業から都市部への外国人

労働者の流出を抑えるための対策の必要性は理解しますが、これらの政令・省令による複雑すぎるルー

ル設定によって運用が難しくなり、育成就労外国人（労働者）の転職が著しく制限される事態は避ける

べきと考えます。   

  

転職による都市部への育成就労外国人（労働者）の流出・偏り防止のためには、これらの政令・省令にの

みに頼らず、在留資格で分け隔ての無い施策、例えば、地方自治体・中小企業や市民団体等への支援強

化（魅力向上、魅力発信、受入環境改善、等への産官学民協働奨励、財政支援等）等により、自由な選択

の結果として「地方」を選んでいく外国人労働者を増やしていくべきだと考えます。  

 

以上、ご検討いただけますようどうぞよろしくお願いいたします。  

--------- 

 


